
ご承知のように、社会保障審議会福祉部会における４回の審議を経て、「介護福祉士制度及び社会福祉士

制度の在り方に関する意見」が12月12日付でまとめられた。この意見を受けて、厚生労働省は通常国会での

法改正提案の予定である。社会福祉士に関する在り方の意見内容は、Ⅰ、社会福祉制度の現状と課題、Ⅱ、

社会福祉士の養成の在り方、Ⅲ、社会福祉士の任用・活用の在り方が骨子となっている。より実践力の高い

人材養成を実現するための意見として、Ⅱでは、社会福祉士の養成の現状と課題、教育カリキュラムの在り

方、それぞれの資格取得ルートの在り方、実施時期についての意見が述べられている。とりわけ教育カリキ

ュラムの見直し、指定科目名の見直しと時間数の増加、そして実習に係わる時間数、教員要件、実習指導者

要件、施設整備要件等の在り方としての福祉系大学等ルートにおける新たな基準化が内容になっている

個人的には全面的見直しの基本的方向と今回の意見内容にほぼ賛同したい。今後は意見の中で指摘されて

いる社会福祉士養成教育内容等の見直し、国家試験の在り方等をめぐる専門家・実践者による作業チーム設

置とそのチームの検討内容を注目していきたい。

加盟校宛のメールでお知らせしたように、６月総会後、加盟校からの意見集約、三役会を経て学校連盟と

しての見解・意見を社養協宛に提出、またこの間、文部科学省との会見を３回重ねてきた。また、11月25日

の社養協主催シンポジウム「社会福祉士制度改正と養成教育の方向性」では、シンポジストとして、社会福

祉教育における８つの実践力のある専門職者養成方策を述べさせていただいた。今回の見直し検討と平行し

ながら、福祉系大学・養成校が責任を持って早急に検討作業すべき方策としてお伝えしておきたい。

第一には、高等教育機関において学ぶ一般的学生の特徴を熟慮した方策が必要である。

つまり、実践力を身に付けさせるためには、専門職養成教育だけで完結するはずはなく、教養教育との接

合が重要ということである。大学教育の伝統的特徴は教養教育にあるといえよう。現在では西洋古典を基礎

とする人文教育の伝統的エリート教育ではなく、市民的教養としての一般教養、社会が提起する課題に答え

られる教養教育と姿を変えている。2002年の中央審議会答申『新しい時代における教養教育の在り方につい
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て』では、各大学には教養教育の在り方を総合的に見直し、再構築することを強く求めている。学生力の低

下が指摘されている中、知識の高度化、複雑化、流動化において、教養教育で何を身に付けさせるのかを明

らかにしなければならない。たとえば、教養教育において「倫理学」「生命倫理」を学び、専門教育でソー

シャルワーカーの倫理綱領を学べば、専門者として深い理解ができると思われる。このような教養教育に裏

づけされた専門教育課程を考えると、自ずと教養教育と専門教育の科目数、単位数のバランスが検討される

だろう。いわば国家試験にのみ合格すれば良いということではなく、豊かな教養も身につけさせる工夫が必

要であろう。

第二は、単なる職業的実務家の養成教育ではなく、公共的使命をもったプロフェッショナル養成教育であ

るという視点から検討すべきである。社会福祉分野の専門家の取り扱う世界は、医師や弁護士のように先端

に行けは行くほど実証の厳密さ、確実さが要求されるよりは、逆に他の学問領域とのつながりを不可欠にす

る学際的構造となっている。そのためには幅広い教養をもつ視点こそが仕事を支えてくれる世界であること

を理解させる必要がある。

第三には、この専門家養成のための教育方法の充実をぜひ検討していただきた。実践と理論を繋ぐために

他分野では症例研究、判例研究、事例研究等で実践力ある専門家を養成してきた伝統をもっている。実践的

な判断・見識、理論的な知識・科学的な判断をどのように見に付けさせるか、いわゆるソーシャルワーカー

としての物事が考えられる養成教育方法を検討しなければならない。講義科目と演習・実習との関連での検

討である。

第四には、教育の質を保証することから基準化は必要ではあるが、各大学・養成校の独自性・特色を生か

した教育理念・目的・目標・教育課程・教育方法が実施できる方策が必要である。各大学の責任において、

質の保証と担保をしなければならない。

第五には、学部教育だけでの専門職養成教育にはどうしても限界性があることは明らかである。社会福祉

士養成教育をいかに大学院教育とのつながりで考えていくかの方策が必要である。大学院における高度職業

人養成教育、社会人レカレント教育の在り方が問われている。また大学院教育は、今後の研究者養成を使命

としており、その教育課程や指導方法にもこの際、検討をすべきである。現在、学校連盟加盟校の福祉系大

学院は前期課程･修士課程88校、後期課程46校であるが、今後も増加の傾向が有り、大学院教育の実質化に

取り組む必要がある。

第六には教育機関と専門職団体と連携ができる方策が必要である。第七には学校連盟と社養協は教育団体

としての役割や貢献をどうするかをこの際に検討しなければならない。加盟校としての積極的関与をお願い

したい。

第八には、相互評価システムの確立をするための早急な方策が必要である。今回の福祉部会意見では、指

定科目設置は従来どおりに大学の責任となっている。国家試験では評価が難しい実習・演習系の指定科目に

ついては、福祉系大学ルートにおいても教育内容、時間数等に新たに基準を課すとなっている。この場合、

将来には基準通りの教育が実施されているかについての地方厚生局による監査・指導が実施されることにな

るかと思われる。いわば監査･指導を受けることが最低基準の証にならないようにするための方策を検討す

べきである。平成14年の学校教育法改正により、各大学・短大等はいわゆる認証評価機関による評価を７年

以内ごとに受けることが義務化されたが、この際、教育研究水準の向上や活性化を努め、社会的責任を果た

していくためにも福祉系大学・養成校の相互評価システムが不可欠と考えている。学校連盟は社団法人化に

おいて、アクレディテーション実施を事業とすることをお認めいただいていることも有り、加盟校の協力を

得て、早急に検討することにしたい。



第１号議案：平成17（2005）年度事業報告（案）に
ついて

第２号議案：平成17（2005）年度決算報告（案）に
ついて

第３号議案：役員及び評議員の選任（案）について
第４号議案：｢社会福祉系大学院博士前期･修士課程

カリキュラム･ガイドライン－その１｣
（案）について

定刻に至り、黒木会長の挨拶後、会長が仮議長と
なり事務局側から定款第25条に規定する定足数に達
していることを報告させ、本総会が有効に成立した
旨を確認し、開会を宣言した。

議長は、定款第23条の規定により総会のその都度
選任することとなっているため、議長の選任方法に
ついて総会に諮ったところ、事務局一任とすること
について承認を得たので、東洋大学藤林慶子氏を議
長とすることを提案し、異議なく承認された。

議事録署名人については、事務局一任とする提案
がなされたので、常磐大学田澤あけみ氏、九州看護
福祉大学益満孝一氏の２名を指名、全員異議なく承
認され、両人も承諾した。直ちに報告事項に続き、
議案の審議に入った。

〈報告事項〉
質問は一括で受けることについて議長より提案が

あり了承され、当日配付資料に基づき報告があっ
た。

盧 平成18（2006）年度事業計画について
盪 平成18（2006）年度委員会委員構成について

中谷事務局長より資料に基づき説明があった。
なお、平成18年度事業計画については、３月開
催の臨時総会にて承認を頂いているが、臨時総
会にてご指摘頂き修正した箇所について説明が
あった。委員会委員構成については、ほぼ昨年
度と同様であるが、学内の事情により変更を申
し出られた委員の先生方がいる。理事会にて承
認されており、既に活動を始めている委員会も
あるが、本総会にて報告させて頂き了承頂けれ
ば、正式に委嘱状等をお送りさせて頂くとの説
明があった。

蘯 入退会について
中谷事務局長より入退会については理事会承

認であることから報告事項とさせて頂くとの説
明があり、資料に基づき説明があった。
新規入会の神戸学院大学学科黒田学科長より

挨拶があった。

盻 役員及び評議員の辞任について
中谷事務局長より資料に基づき説明があった。

議長より眈眄について会長からあわせて報告頂
くとの提案があり了承され、黒木会長より資料に
基づき報告があった。

眈 ｢社会福祉専門職有資格者の採用促進と待遇改善
に関するアピール｣について

眄 社会福祉士制度改革の動きについて
黒木会長より資料に基づき説明があった。社

議事録署名人の選出 

議長の選出 
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平成18（2006）年度通常総会　議事録

日　　時：平成18（2006）年６月３日貍 15時30分～17時30分

場　　所：駒澤大学駒澤キャンパス

社員現在数（正会員）：145校、団体準会員：26校、校個人準会員：26名

出席社員数（正会員）：104校、委任状出席社員数：21校、計125校、出席団体準会員出席：10校、出席個人準会員出席：１名



会福祉士制度改革については、本日午前中に開
催の（社）日本社会福祉士養成校協会において
決議された第５号議案の「今後の社会福祉士養
成教育のあり方について（提案）」が、「この提
案をたたき台とし、各会員校・関係団体の意見
を可能な限り集約し、反映させることを条件に、
厚生労働省との協議に入ることを承認する」と
の決議がされたと説明の上、この件については、
学校連盟としても強い関心をもっており、加盟
校からもご意見を頂く必要があるかもしれない
と考えている。四役会また理事会において協議
していきたいという学校連盟の方針について報
告があった。

眇　｢2006年度全国社会福祉教育セミナー｣について
牧野副会長（企画委員会委員長）より資料に

基づき説明があった。

眩　｢加盟校の実態に関するアンケート｣の実施につ
いて
中谷事務局長より資料に基づき説明があった。

眤　国際社会福祉学校連盟（IASSW）役員選挙の実
施について
中谷事務局長より資料に基づき説明があった。

眥 ｢第33回世界ソーシャルワーク教育会議2006｣に
ついて
中谷事務局長より資料に基づき説明があった。

眞 アジア･太平洋社会福祉教育連盟（APASWE）
役員選挙の結果について
中谷事務局長より報告があった。選挙管理委

員会も立ち上げられたが、結果的に選挙が行わ
れず、また、選挙が行われなかった理由を正式
に問い合わせたがまだ回答を得られていない。
しかし、日本関係では、学校連盟推薦により執
行理事に立候補の国際関係委員会原島博委員
（ルーテル学院大学）が就任。また、個人で会長
に立候補していた岩手県立大学のラジェンドラ
ン先生が就任したという報告を受けている。

眦　｢第３回国際スクールソーシャルワーク大会（韓
国･釜山）｣について
黒木会長より資料に基づき説明があった。

眛　その他
なし　

黒木会長より補足説明があった。

黒木会長：全国社会福祉教育セミナーについて、開
催校としてご挨拶をさせて頂きたい。旅行会社を
通し300部屋ほど確保しているが、11月の京都は大
変混雑するので、是非、早めにお申し込みを頂き
たい。また、IASSW選挙については、是非、秋元
先生に当選頂きたい。海外の加盟校へも選挙運動
を行っている。国内の加盟校においても、投票頂
きたい。また、これを機会に、IASSWに加盟頂い
ていない学校については、是非入会頂きたい。

〈質疑応答〉
青森県立保健福祉大学杉山氏：｢加盟校の実態に関す
るアンケート｣の実施についてであるが、問７につ
いて、「有料」とはいくらを意味するのか。「いく
らくらいなら」と、金額を問うた方がよいのでは
ないか。

中谷事務局長：検討させて頂く。

新潟医療福祉大学横山氏：認証評価制度について、
どのような内容をイメージしているのか。評価項
目があれば教えて頂きたい。

中谷事務局長：社会福祉教育評価委員会において検
討する予定であるが、現状では特にない。しかし、
その前段として、社会福祉専門教育委員会におい
て昨年度から検討頂いているコアカリキュラムが
あり、それが柱となり、認証評価となる。この件
については全国社会福祉教育セミナーの２日目の
午後に企画頂いている特別プログラムにおいて報
告頂く予定である。社会福祉専門教育委員会米本
委員長より補足説明頂くこととしたい。

社会福祉専門教育委員会米本委員長：委員会におけ
る社会福祉教育に関するコアカリキュラムの大き
な考え方としては、社会福祉学の教育におけるコ
アカリキュラムと専門職養成の教育におけるコア
カリキュラムとあり、二段構えでいく必要がある
と考えている。その際、科目構成の検討になるだ
ろうが、ただ単純に科目を積み重ねていくのでは
なく、卒業時における学生像、つまり目標を設定
し、その目標に向かうにはどのような科目構成に
したらよいのかの検討を行っている。それを全国
社会福祉教育セミナーにおいて提示したいと考え
ている。そして、うまく合意していけば、加盟入
会審査や認証評価基準へとつながっていくだろう
と考えている。

以上、質疑応答を受け、眩については質問内容を
検討の上、改めて調査票を作成する。
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その上で盧～眦について了承

第１号議案：平成17（2005）年度事業報告（案）に
ついて

中谷事務局長より資料に基づき提案があり、審議の
上、出席者一同原案を承認可決した。

第２号議案：平成17（2005）年度決算報告（案）に
ついて
中谷事務局長より資料に基づき提案があった。
秋元監事より資料に基づき監査報告があった。

（質疑応答）
広島国際大学岡崎氏：当日配付資料22ページ99番の
「大阪工大摂南大学」と記載されているが、これは
法人名であるため、「広島国際大学」と訂正頂きた
い。

第２号議案について「大阪工大摂南大学」を「広島
国際大学」へ訂正の上、出席者一同原案を承認可
決した。

第３号議案：役員及び評議員の選任（案）について
中谷事務局長より資料に基づき提案があり、審議の
上、出席者一同原案を承認可決した。

第４号議案：｢社会福祉系大学院博士前期･修士課程
カリキュラム･ガイドライン－その１｣（案）につ
いて

中谷事務局長より資料に基づき提案に続き、大学院
教育検討委員会闍橋委員長より資料に基づき詳細
な説明があった。

（質疑応答）
大分大学平塚氏：本ガイドラインは意義があり重要
であると認識している。このガイドラインは新し
い大学院の設置の際、適用されるようだが、既に
設置されている大学院についてはどのようになる

のだろうか。

闍橋委員長：今後学校連盟において議論頂くことで
はあるが、例えば、本案は社会福祉学修士を出す
課程を前提としていることから、学校連盟のアク
レディテーションの機能と合わせたときに、「学校
連盟承認の社会福祉学修士設置校」といったよう
に、いずれ整理されていくのではないだろうか。
黒木会長いかがか。

黒木会長：従来からのそのような議論は行っていた。
その第一歩として、大学院教育検討委員会におい
て闍橋委員長を中心に議論頂き、本ガイドライン
を作成頂いたのである。

新潟清陵大学横尾氏：本ガイドラインでは、集団に
対する援助というものが位置づけられているのだ
ろうか。確認させて頂きたい。

闍橋委員長：これはあくまで例示である。このガイ
ドラインでは、ミクロ・メゾ・マクロのそれぞれ
の科目を設置頂きたいということであり、ここに
ないものは設置してはいけないということではな
い。それぞれの大学の特徴を出して頂きたい。

第４号議案について、以上の審議の上、出席者一
同原案を承認可決した。

議長より、以上をもって、全ての議案の審議が終
了であるが、事務局よりその他提案等あるか確認が
あった。事務局側、出席者側とも特になし。

以上をもって、全ての議案の審議が終了したので、
17時30分議長は閉会を宣し解散した。
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第１回理事会議事録

平成18（2006）年度社団法人日本社会福祉教育学校連盟　第１回理事会議事録

学校連盟では６月に「加盟校定員充足についての調査」を実施した。170校に送付し、117校から回答を
いただいた（回収率68.8％）。定員充足率について定員超過が47％、おおむね満たすが35.9%、満たしてい
ないが17.1%の回答となっている。学校種別、所在地別、定員規模別の集計では、短大、専修学校、東京圏
に比べて大阪、中京圏、定員の小さい規模、開設時期の新しい学校の未充足率が高いという結果が出た。

第１号議案：平成17（2005）年度事業報告（案）につ
いて

第２号議案：平成17（2005）年度決算報告（案）につ
いて

第３号議案：役員及び評議員の選任（案）について
第４号議案：平成18（2006）年度委員会委員構成（案）

について
第５号議案：入退会（案）について
第６号議案：｢2006年度全国社会福祉教育セミナー｣

（案）について
第７号議案：｢（仮称）会員校の学生数充足率把握の

ためのアンケート調査｣（案）について
第８号議案：｢社会福祉学（ソーシャルワーク）大学

院博士前期・修士課程カリキュラム・
ガイドライン｣（案）について

第９号議案：社会福祉士制度改革の動きについて

会長が議長につき開会を宣言し、事務局長から本
日の出席者について報告をさせ、定款第20条の規定
に定める定足数を満たしていることを確認し、理事
会が成立している旨を告げた。引き続き本理事会の
議長として、古川孝順副会長・常務理事が遅れて出
席のため、古川孝順副会長・常務理事が到着するま
で黒木会長が議長を務めることを提案し、意義なく
承認された。議事録署名人については、議長一任と
する提案がなされたので、議長は議事録署名人とし
て、浅野仁氏と白澤政和氏の２名を指名、全員意義
なく承認され、両人ともこれを承諾した。直ちに議
長より報告事項に続き、議案の審議に入った。

【報告事項】
盧 事務所移転について

中谷事務局長より資料に基づき報告があった。
了承

Ⅵ．議事の経過の概要及びその結果 Ⅴ．決議事項  

＊各委員会の詳しい資料をお求めの方は、事務局までご連絡下さい。

Ⅰ．日　　時：平成18（2006）年５月13日（土）17時20分～21時00分

Ⅱ．場　　所：四谷福祉会議室

Ⅲ．理事現在数　14名

Ⅳ．出席者及び欠席者
盧出席理事　　　　会長　黒木保博、副会長・常務理事　古川孝順、副会長　牧野忠康、副会長

米本秀仁、理事　浅野仁、理事　志田民吉、理事　星野晴彦、理事　白澤政和、
理事　小林光俊、理事　闍橋重宏〈以上10名〉

盪委任状出席者　 理事　齋藤貞夫　〈以上１名〉
蘯欠席者　　　　　理事　石井哲夫、理事　村尾俊明　
盻その他の出席者　監事　松村正一、監事　秋元樹、事務局長　中谷陽明、副会長（オブザーバー） 辻浩



盪 文部科学省新年度挨拶訪問について
中谷事務局長より資料に基づき報告があった。

了承
蘯 平成18（2006）年度事業計画について

中谷事務局長より資料に基づき、臨時総会にて
ご指摘頂いた箇所、「５」の「高等福祉科校長会」
を「全国福祉高等学校長会」へ修正、また、「総
会開催」について「９」に追加したと説明の上、
報告があった。

了承
盻 国際社会福祉学校連盟（IASSW）役員選挙の実

施について
中谷事務局長より資料に基づき、執行理事に立

候補頂いている監事及び国際関係委員会委員の秋
元樹先生による選挙活動について説明があった。
英語圏については資料の原稿を使用する他、スペ
イン語、フランス語、韓国語、中国語へ翻訳し各
国へ送付する。なお、それらに係る費用は学校連
盟が負担する。

議長：対立候補者としてアメリカと中国からそれぞ
れ１名ずつおり、IASSW加盟校数がアメリカは
日本より多く、中国の加盟校数についても懸念事
項である。日本国内については、加盟校79校全て
が秋元先生へ投票頂くよう、今度の総会において
も呼び掛け、是非当選頂きたい。

了承
眈 アジア太平洋地区社会福祉連盟（APASWE）役

員選挙の結果について
中谷事務局長より報告があった。選挙管理委員

会も立ち上げられたが、結果的に選挙が行われず、
また、選挙が行われなかった理由を正式に問い合
わせたが回答を得られていない。選挙管理委員で
もある秋元先生は、信任投票すべきであるという
指摘をしたが実施されなかった。日本関係では、
学校連盟推薦により執行理事に立候補の国際関係
委員会委員原島博先生（ルーテル学院大学）は就任。
また、個人で会長に立候補していた岩手県立大学
のラジェンドラン先生も就任した。

議長：岩手県立大学ラジェンドラン先生より、次回
APASWEの大会は、マレーシアにて来年９月に
開催予定であり、現在、その準備を進めていると
連絡を頂いている。

了承
眇 ｢第33回世界ソーシャルワーク教育会議2006｣に

ついて
中谷事務局長より資料に基づき報告があった。

役員の先生方も学校へ戻られたら宣伝頂きたい。
また、総会でも宣伝し、多数参加頂きたい。

了承
（古川常務理事到着）

眄 ｢第３回国際スクールソーシャルワーク大会
（韓国･釜山）｣について

黒木会長より資料に基づき報告があった。日本
から多数参加頂きたいと依頼があった。また、講
演の依頼があった。総会でも宣伝し、多数参加頂
きたい。

了承
眩 その他

特になし

以降、古川常務理事が議長を務める。

【議案】
議長より関連事項であることから第１号議案と第

２号議案をあわせて提案頂くことについて提案があ
り了承された。

■第１号議案：平成17（2005）年度事業報告（案）に
ついて

中谷事務局長より資料に基づき提案があった。な
お、監査の際、秋元監事より、地域ブロック支部活
動について、社養協のブロックと合同で開催してい
るが、社養協の活動の方が活発なようである。学校
連盟のブロック活動をより充実させていく必要があ
るのではないかというご意見を頂いた。社養協と連
携しながらも学校連盟としての活動を充実させてい
きたい。

黒木会長：厚生労働省中村局長訪問の日付記入と、
加盟入会の京都光華女子大学の名称について確認
頂きたい。

■第２号議案：平成17（2005）年度決算報告（案）に
ついて

中谷事務局長より資料に基づき提案があり、松村
監事より監査報告があった。

審議の上、事業報告（案）については、事務局は指
摘された部分を修正・加筆することで、出席者一同
原案を承認可決した。決算報告（案）についても、出
席者一同原案を承認可決した。

■第３号議案：役員及び評議員の選任（案）について
中谷事務局長より資料に基づき提案があり、審議

の上、出席者一同原案を承認可決した。
なお、総会では辞任について報告させて頂いた上

で、選任は議案として提案させて頂く旨説明があっ
た。

関西学院大学浅野理事よりご挨拶があった。

■第４号議案：平成18（2006）年度委員会委員構成
（案）について
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中谷事務局長より資料に基づき提案があった。

米本副会長：岩手県立大学からは評議員として塩村
先生に参加頂き、委員会にもご協力を頂いていた
が、今年度は山本先生に評議員をご担当頂く。し
かし、委員会についても山本先生にご担当頂くこ
とになると、委員全員が交代することになり委員
会活動に支障をきたすことから、塩村先生には継
続して委員を依頼している。ただ、評議員の先生
方には何かの委員会をご担当頂くということであ
れば、山本先生にも何かの委員会をご担当頂いた
方がよろしいのではないか。

中谷事務局長：上智大学からは評議員として高山先
生にご担当頂いているが、委員会には栃本先生に
ご担当頂いており、必ずしも全ての評議員の先生
方に委員をご担当頂いているわけではない。

志田理事：塩村先生は10月から東北福祉大学へ移動
予定である。そのようになると、岩手県立大学か
ら塩村先生に参加頂くのは難しいのではないか。
しかし、現段階では、この件について学校連盟事
務局に岩手県立大学よりご連絡を頂いていないと
いうことであれば、今後連絡があった際、検討頂
きたい。

以上の審議の上、出席者一同原案を承認可決した。

■第５号議案：入退会（案）について
中谷事務局長より資料に基づき提案があった。な

お、現在、定款に基づくと個人会員についても入会
申請書に推薦状を添付頂くことになっているが、個
人に対し学校が推薦状を出すということは難しいの
ではないだろうか。しかし、推薦状がない場合は、
個人の入会審査基準はないことから、入会審査は何
もないということになる。個人の入会についても推
薦状を求めるかどうかについてご意見を頂きたい。
議長：個人で入会申請をしている場合でも、それぞ

れ大学に所属され、社会福祉教育に関わっている、
あるいはそれが専門ではないが関わりを持ってい
るのであり、全くの個人として扱うことはできな
いのではないか。やはり、定款に基づき推薦状を
求めてはいかがか。

米本副会長：しかし、学校が一個人を推薦するとい
うことは難しいのではないか。推薦をする際、教
授会等にかける必要があるという学校もあるだろ
う。

牧野副会長：推薦を頂く学校を探す場合、その学校
がある地域ブロックの他の学校を紹介する等手続
きを決めておけば、それほど難しいことではない
だろう。また、各学校において、推薦に署名をす
る時の公印の使用方法について内規等をもってい
るだろう。それに基づいて処理頂けば、それほど
難しいことではないのではないだろうか。

議長：できるだけ会員になって頂けるよう大学の中
で準備を進めて頂きたい。また、相談できる会員
校を紹介するということで、個人会員についても
推薦状を提出頂くということでいかがか。

米本副会長：学校が一個人を推薦し、公印を使用す
るのは難しい。申請の際、申請者の履歴を明らか
にしておけば、それで審査ができるのではないか。

中谷事務局長：審査基準がある場合は、委員会にお
いてその基準に基づき審査頂いていたが、個人に
対する入会審査基準はない。そのため、米本副会
長のご意見については、委員会において判断頂く
ことはできない。

議長：それでは今までどのように判断頂いていたの
か。

中谷事務局長：委員会には提出していたが、委員会
では審査する基準がないという委員会の回答を理
事会に提出していた。

米本副会長：この件については、今後、定款を変更
する際に、検討頂きたい。

牧野副会長：関連して一点。推薦する際、推薦をし
ても、委員会の審査の段階で不承認とされること
もある。そのようになると、二重審査になるので
はないか。

議長：先ず自分たちの仲間としてふさわしいかどう
かを判断する仲間同士のチェックとして「推薦」が
ある。その上で組織としてのチェックとして委員
会の審査がある。

黒木会長：旧連盟の時には、このような決まりはな
かった。法人設立の際、文部科学省より、今、議
長よりお話があったように、既に入会していると
ころが推薦を付け、その上で入会審査にかけると
いうことについて指導があった。

松村監事：準会員には議決権がないのであるから、
それほど厳密に行う必要はないのではないか。

議長：今後定款を変更する際、改めて議論していく
こととしたい。

黒木会長：法人設立の際、個人は会員の対象にはし
ないという議論があった。しかし、既に入会頂い
ている会員を対象外とすることができなかったと
いう経緯がある。今後議論していきたい。

以上の審議の上、退会については、承認する事項
ではないため、竹原氏の退会を出席者一同了承。岩
田氏の入会については、推薦状が事務局に届き次第、
入会を承認することについて、出席者一同原案を承
認可決した。なお、個人会員推薦状については、定
款に基づき提出頂くこととする。

■第６号議案：｢2006年度全国社会福祉教育セミナ
ー｣（案）について

資料に基づき牧野副会長より企画委員会委員長と
して提案があった。なお、三役会において、社会福

/ No.578

平成18年度理事会議事録



祉士制度改革の動きについては、分科会としてでは
なく、少しでも多く出席頂けるよう企画する必要が
あるのではないかという指摘を頂いた。そのため、
この後の白澤理事の報告を受け、また、今後のこの
話題の展開によって、必要に応じ、社会福祉士養成
教育のあり方に関わるプログラムを１日目午前中に
企画するかもしれない。

古川議長：本年度より、日本精神保健福祉士養成校
協会が主催団体として加わった。精養協の分担金
はどのようになっているのか。

中谷事務局長：社養協については20万円であるが、
精養協についてはまだ決めていない。精養協にて
確認頂くことになっている。

米本副会長：今後のスケジュールはどのようになっ
ているか。

牧野副会長：本日ご確認頂ければ、すぐにでも、作
業を進めていきたい。ただし、教育記念講演につ
いては、先ほどもお話した通り、白澤理事のお話
を聞いてから、必要に応じ、内容を大きく変える
必要もあるだろう。

以上の審議の上、出席者一同原案を承認可決した。
ただし、原案の内、教育講演の部分については、白
澤理事より社会福祉士制度改革の動きに関する説明
を受けてから最終的に決定する。

■第７号議案：｢（仮称）会員校の学生数充足率把握
のためのアンケート調査｣（案）について

中谷事務局長より資料に基づき提案があった。

古川議長：問５について、「70％以上」を「概ね定
員を充たしている」といえるのだろうか。
闍橋理事：数字を削除してはいかがか。
志田委員：定員を満たしていないところが関心であ

るならば、満たしていないと回答した中で、パー
セントを問うようにしてはいかがか。

中谷事務局長：原案はそのようであったが、それで
は回答頂けないのではないかという指摘を三役会
にて頂いた。

古川議長：問５について、「過去５年で」という文言
を加えてはいかがか。

以上の審議の上、事務局において原案を修正し、
会員へ発送することについて出席者一同を承認可決
した。なお、本理事会において確認をしていること
から、最終原稿は事務局確認でよしとする。

■第８号議案：｢社会福祉学（ソーシャルワーク）大
学院博士前期・修士課程カリキュラム・ガイド
ライン｣（案）について

大学院教育検討委員会闍橋委員長より資料に基づ

き提案があった。なお、委員会では、引き続きアン
ケート調査を実施したいと考えている。なお、今年
度の調査には、個人情報の問題はあるかもしれない
が、質問項目に主査名を記入する項目を加えたいと
考えている。また、修士論文をデータで集め、
PDFで管理すれば、会員校や学生にとっても利用
しやすくなり、調査、研究に貢献できるのではない
かと考えている。これは学校連盟の事業としても大
変有意義な活動になるであろうと議論している。

古川議長：学校連盟の事業の１つとして、実費を取
りながら、論文を蓄積していくことは、実現不可
能なことではないだろ。

黒木会長：ただ、本人の著作権の問題があるから、
何パーセントかを本人へ支払う必要はあろう。

議長：取扱方やタイトルを含め中身についてである
が、いかがか。総タイトルとしては「社会福祉系
大学院カリキュラム・ガイドライン」であるが、
委員会では、いくつかのタイプを検討頂いており、
将来的には、「その２」「その３」を検討頂くのであ
れば、今回は「社会福祉系大学院博士課程前期・
修士課程カリキュラム・ガイドライン－その１」
にとどめておいた方が今後の取扱としても良いの
ではないだろうか。
闍橋委員長：委員会においても、今後いくつかのバ

ーションを検討する予定であるから、今回は、
「その１」としたい。

牧野副会長：この案が一人歩きする危険があるので
はないか。
闍橋委員長：基本の考え方としては、A群にある必

修を学んだ人でなければ社会福祉学修士とはいえ
ないということである。B群～E群に記載してあ
る科目はあくまで例示科目である。

古川議長：委員会において作成頂いた本ガイドライ
ンを理事会は承認し、総会へ提案するのである。
個別の科目名称や置き方について決議をとるとい
うことではないことを明らかにした上で、提案を
すればよいのではないか。やはり、ある種のガイ
ドライン的なものは必要であろう。
闍橋委員長：社会福祉学修士というためには、少な

くともこのガイドラインにあるものを考えてくだ
さいと提示することが本ガイドラインの趣旨であ
る。

牧野副会長：趣旨は賛同する。ただ取扱を明らかに
して頂きたいということである。

議長：取扱は慎重に行う必要はある。
白澤理事：コアの部分を提示することは大事である

が、単位数を既定する必要はあるのだろうか。単
位数の規定があると、それに縛られてしまうので
はないか。科目名を置くという議論にとどめてお
いてはいかがか。
闍橋委員長：タイトルを「社会福祉系大学院博士課

/ No.57 9

平成18年度理事会議事録



程前期・修士課程カリキュラム・ガイドライン－
その１」に修正し、単位数は削除。「必須」は残す。
また、本ガイドライン作成の趣旨を更に明確に記
載したものを総会へ提案させて頂く。

以上の審議の上、大学院教育検討委員会は原案の
タイトルを「社会福祉系大学院博士課程前期・修士
課程カリキュラム・ガイドライン－その１」に修正。

「必須」は残し、単位数は削除。また、本ガイドライ
ン作成の趣旨を更に明確に記載することで、出席者
一同承認可決した。なお、最終原稿は大学院教育検
討委員会の最終確認でよしとする。

（松村監事退室・秋元監事到着）

■第９号議案：社会福祉士制度改革の動きについて
白澤理事より資料に基づき説明があった。

議長：社養協の報告を受け、学校連盟としてはどの
ような対応をしていくべきであるかということが
提案事項である。社養協の取組に賛成した上で、
学校連盟として、社養協が本件を実現するために、
どのような取組をするべきであるか。あるいは本
件自体に反対であるのか、それらが論点である。

牧野副会長：趣旨は理解し、ソーシャルワークの質
を上げることについては大賛成である。ただ、大
学教育における社会福祉教育とは、ソーシャルワ
ーカー養成だけを行っているわけではない。その
ため、本案のように拡大・充実させていくと、影
響を受ける部分が出てくる。そのような意味で、
本件は社養協だけの問題ではないだろう。高等教
育における社会福祉教育を考えることが学校連盟
の存在意義であるのだから、学校連盟は学校連盟
としての見解をもって、議論を進める必要がある
のではないだろうか。

議長：中身の部分については、今後更に議論される
のだろうと考える。本日は、この件について学校
連盟としてどのように処理するかということに限
定し議論をしたい。白澤理事に改めて確認させて
頂きたい。社養協としては、総会において、最終
的に厚生労働省へ提出するかたちとして、いくつ
かの案を提起した原稿をもって厚生労働省と詰め
の作業をし、法改正へ結びつけたいということに
ついて会員校に承認を求めるという手続きである
という理解でよろしいか。

白澤理事：現実には、中村局長と矢崎課長の間では、
９月の会合に案を提出する予定となっている。そ

して、10月の臨時国会において成立する予定であ
るという。そのため、社養協では、総会終了後、
案を提出したいと考えている。もちろん、その後
もフォローアップしながら議論を進めていくこと
になるということを会員には承認頂きたいと考え
ている。

黒木会長：６月３日の理事会において協議し、６月
３日の総会において最終的に決定するということ
であれば、学校連盟が内容について議論すること
はできない。ただし、学校連盟の考え方はだす必
要があるだろう。

米本副会長：この原案は、今後変更することはある
か。

白澤理事：変更することもある。趣旨をご理解頂き
たい。

黒木会長：基本的な方向を理解するということであ
る。

議長：我々が原案を承認するということはできな
い。趣旨を理解するということである。今回の報
告を受け、理事会としては、積極的に承った。

黒木会長：報告事項の社会福祉士制度改革におい
て、社養協の総会にて決議されたことについて、
学校連盟としても是非サポートしていきたい。学
校連盟の総会では、必要に応じ、対応策を考える
委員会を立ち上げることになるかもしれないとい
う報告になる。

以上の審議の上、社団法人日本社会福祉士養成校
協会の社会福祉士制度改革の取組について報告を受
け、改革を推進するための議論を発展させることを
承認した。

これを受け、全国社会福祉教育セミナーの教育講
演の部分については、原案通り金沢工業大学に依頼
することを承認。なお、必要に応じ、全国社会福祉
教育セミナー１日目午前中に、社会福祉士養成教育
のあり方に関する特別プログラムを企画する。

黒木会長：総会の次第についてご確認頂きたい。こ
の件については、報告事項として報告するので、
第４号議案の下に「その他」を加え、臨機応変に対
応するということでよろしいか。

議長：第４号議案の下に「その他」を加え、臨機応変
に対応する。

その他質問等あるか議長より確認、特になし。

以上、終了
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今回の評議員会は第36回全国社会福祉教育セミナ

ーの開催に合わせている。今回より日本精神保健福

祉士養成校協会が主催団体に加わり、学校連盟、社

養協、精養協の３団体によるセミナー主催となって

いる。昨年10月に開催した学長会議での提言を契機

として厚労省では現在社会保障審議会福祉部会にお

いて社会福祉士の制度見直しが進んでいる。これに

ついてはセミナーでの社養協からの経過報告が予定

されている。８月にはチリ・サンチャゴで国際社会

福祉学校連盟総会が開かれ、日本から執行役員に立

候補した秋元樹先生が圧倒的得票数で当選された。

この場を借りてお礼を申し上げたい。また、６月に

は会員校の充足率調査を行っている。定員数の充足

率についても現状を把握し今後の検討課題としてい

きたい。

１）平成19（2007）年度－20（2008）年度役員・評議

員選挙について

２）今後の評議員会、理事会、総会の日程について

３）平成19（2007）年度全国社会福祉教育セミナー

（第37回）について

４）社会福祉士改正の動きについて

５）今後の学校連盟の活動について

６）その他

事務局長から議長として関川芳孝氏を指名。直ち

に議長が、開始を宣言し議案の報告に入った。

盧 平成19（2007）年度－20（2008）年度役員・評議

員選挙について

中谷事務局長より資料に基づき報告があった。役

員・評議員の選任に関する規程および選挙および選

考に関する諸規定の説明に続き、選挙管理委員会の

設置、選挙管理委員の提案があった。

委員長　　　　　　　　　立正大学　蟻塚　昌克

委員（委員長代理） 常磐大学　田澤あけみ

委員　　　　　　国際医療福祉大学　六波羅詩朗

委員　　　　　　　　　　大正大学　沖倉　智美

委員　　　　　　　　淑徳短期大学　塩野　敬祐

了承

Ⅵ．議事  

Ⅴ．開会挨拶　黒木会長 
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平成18（2006）年度社団法人日本社会福祉教育学校連盟

Ⅰ．日　時　　平成18（2006）年11月４日（土）８時00分～９時30分

Ⅱ．会　場　　京都国際ホテル「愛宕の間」

Ⅲ．評議員現在数　18名

Ⅳ．出席者及び欠席者
盧出席評議員　　　関川芳孝、松原康雄、山本克彦、足立叡、岡田進一、高山恵理子、山口尚子、

鈴木敏彦、阪口春彦、鈴木幸雄、杉山克己、川廷宗之、米澤國吉、芝野松次郎、
住友雄資〈以上15名〉

盪欠席評議員　　　北島英治、闍橋紘士、鬼崎信好
蘯その他の出席者　（選挙選出理事・監事）会長　黒木保博、副会長・常務理事　古川孝順、副会

長　牧野忠康、副会長　辻浩、副会長　米本秀仁、理事　浅野仁、理事　志田
民吉、理事　星野晴彦、監事　秋元樹〈以上９名〉、事務局長　中谷陽明

第１回評議員会議事録
＊各委員会の詳しい資料をお求めの方は、事務局までご連絡下さい。



盪 今後の評議員会、理事会、総会の日程について

中谷事務局長より報告があった。今後の予定とし

て１月末に選挙開票、２月17日が理事会、３月10日

に総会を予定しているため、その間の日程で評議員

会したいが、３月４日午前はいかがか。

了承

蘯 平成19（2007）年度全国社会福祉教育セミナー

（第37回）について

現在の第１候補は札幌の北星学園大学、11月23・

24・25日を予定している。ご意見あるいは開催地と

して立候補があれば伺いたい。

米本副会長：３連休を条件とすると先の日程しかな

いが、札幌はかなり寒い。入試と重ならなければ

問題ないが、教授会に提案したい。

了承

盻 社会福祉士改正の動きについて

黒木会長より資料に基づき説明があった。社養協

の2006年度通常総会「第５号議案」の厚労省協議に

向けた意見について学校連盟としての意見を出すべ

きとの判断に至り、加盟校にパブリックコメントを

求めた。これに基づき三役会で検討し、学校連盟の

見解、意見として９月30日に社養協白澤会長に提出

した。６、９、10月には文部科学省とも意見交換等

をしている。10月６日、黒木、古川、中谷による文

科省訪問で要望したポイントとしては

１）学校教育法、大学設置基準との適合への配慮

２）授業時間数の指導に関する根拠の明示

３）養成教育指定科目の時間数を単位数で明示して

いただく

４）学則定員、入学定員超過率への配慮

５）専任教育、科目担当教員の資格審査

６）教育の質の向上に向けたアクレディテーション

の検討などである。10月25日には厚労省中村援護

局長を招いての社養協主催の後援会も予定されて

いる。

議長：学校連盟からの６つの提案に対する文科省の

反応はいかがだったか。

古川副会長：文科省では、大学は自立性を尊重すべ

きだと考えており、厚労省と足並みを揃えて規制

をかけることは考えていないだろう。社会福祉士

の資格制度は課程認可ほどきつくはないが、科目

指定がないほどゆるやかでもない、中間に位置し

ている。科目の一部である演習や実習のみ網掛け

する仕方が可能かどうかを検討しているようなニ

ュアンスであった。

黒木会長：社会福祉士及び介護福祉士法は厚労省が

単省で立ち上げている。大学への指定は文部大臣

の指定も必要となるため文科省のOKがないと厚

労省のみの法律改正には至らないだろう。

川廷評議員：アクレディテーションについて他機関

でやるという提案を文科省に行ったのか、アクレ

ディテーションは学校連盟の法人化時の事業計画

にあるわけだが、方針転換をしたのか。

黒木会長：学校連盟は準備をしているが、交渉の前

段階という意味で第三者の評価機構をつくってほ

しいという要望を出した。

古川副会長：現在も大学基準協会がある。他には法

科大学院にしかないが、それぞれの専門領域ごと

に評価機関が作られることを前提に、その際には

立候補する旨を述べてきた。JABEEのように仲

間内だけでない委員会を組織するなど別組織の評

価機関などの検討も必要となろう。

○○評議員：大学の定員割れや教育の質の担保など

アクレディテーションが重要になってくると思う

ので是非がんばっていただきたい。

了承

眈 今後の学校連盟の活動について

中谷事務局長より学校連盟の活動について広くご

意見をいただく趣旨で、各委員会の活動報告があっ

た。

加盟入会審査委員会：

加盟校審査を行い、今年度は正会員２校、準会

員１校の加盟を承認。

専門教育委員会：

コアカリキュラムの審議を行っている。経過を

今セミナーで報告する。

小中高部会：

１月の福祉教育研修講座の企画、準備を行って

いる。

大学院教育検討委員会：

昨年修士課程のガイドラインを作成、今年は博

士前期、後期課程の検討をいただいている。加盟

校大学院「現状把握のための調査」を行い、今セミ

ナーで報告する。

専門教育評価委員会：

評価事業に向けての準備中。今セミナーで経過

報告する。

国際関係委員会：

チリ・サンチャゴでの国際社会福祉学校連盟セ

ミナーおよび理事選挙に向けた活動を行った。１

月にバルバドスで行われる理事会に岡田委員長、

秋元委員に参加いただく予定である。
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来年８月にはインドネシア・ペナン（2006年12

月、９月クアラルンプール開催に変更）で

APASWE会議が開催される。弱体化していたア

ジア・オセアニア組織の強化に向けて原島委員が

理事として参画しておられる。

企画委員会：

全国セミナーの企画および各ブロックの活動状

況についての検討を行っている。

広報委員会：

年２回発行の「学校連盟通信」2006年度２号目

を準備中である。

米本副会長：専門教育委員会では小中高部会と統合

か独立か、の課題を抱えている。また、倫理委員

会の役割も委譲されてきているので、今後の検討

課題としてお伝えしておく。

議長：活動報告についてご質問等なければ。各ブロ

ックより活動報告をいただきたい。

鈴木評議員（北海道）：実習の研究協議会を11月10、

11日に開催する予定である。

杉山評議員（東北）：今年２回研修会議を１回開い

た。今セミナーでの昼食時間を利用して会議を行

う。

川廷評議員（関東）：関東は社養協ブロックと合同

で活動している。12月２日に実習教育研究大会お

よび総会、２月10日にグループ学習の研修会（創

価大学関田一彦先生）を開催する準備をしている。

米澤評議員（東海・北陸）：12月、１月にかけ実習

教育研究協議会と技術演習関係の研修会の準備中

である。

住友評議員（中国・四国）：２月17，18日山口県の

宇部フロンティア大学で実習教育の研究協議会と

研修を行う。社養協との位置づけの議論は検討事

項としてある。

近畿は特に報告事項なし。九州は担当評議員欠席

のため報告なし。

了承

眇 その他

住友評議員：冒頭でご報告のあった加盟校定員充足

についての調査をご説明いただきたい。

中谷事務局長：６月に実施した調査で、170校に送

付。117校から回答をいただいた。定員充足率に

ついて定員超過が47％、おおむね満たすが35.9%、

満たしていないが17.1%の回答となっている。あ

とは学校種別、所在地別、定員規模別で集計して

いる。短大、専修学校の定員未充足が多く、東京

圏に比べて大阪、中京圏が未充足が多い。定員の

小さい規模、開設時期では新しい学校の方が未充

足率が高くなっているようだ。

議長：その他報告事項があれば。

中谷事務局長：みずほ助成財団の助成について学校

連盟推薦による８校中４校が助成をいただいたこ

とをご報告する。みずほ助成については推薦にか

かわらず独自の審査委員会があるため、推薦の仕

方について検討していきたいとの財団より申し入

れを受けている。また、最後の資料は医療ソーシ

ャルワーカーの国家資格に関し、愛知・静岡・三

重の医療ソーシャルワーカー県協会が新しい組織

を作るという文書を出されたということである。

日本医療社会事業協会ではこれに反対する声明を

出しており、学校連盟へも賛同してほしいとの依

頼がきている。

議長：ご意見がなければ三役会でご検討いただくと

いうことにしたい。

阪口評議員：来年度留学する南アフリカのクワズー

ルナタール大学の先生より、2008年７月の国際社

会福祉学校連盟会議に日本から多数参加すれば同

時通訳を準備する用意があるとの話をされた。対

応をご検討いただきたい。

黒木会長：チリの会議でもその件はうかがってい

る。

中谷事務局長：国際の秋元理事よりすでにご報告済

みだが、日本語は国際連盟の正式な使用言語にな

っているため、人数が達すれば日本語通訳がつく

約束になっている。

秋元：正確には共通使用言語と会議使用言語は区別

しますが、会議では参加者数がもっとも多い言語

が使用言語となります。チリは参加人数が少なか

ったため、次回はぜひ通訳をつけるべく沢山の方

に参加いただきたい。

その他質問等あるか議長より確認、特になし。

以上、終了
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資　料１ 

社会福祉系大学院博士前期・修士課程カリキュラム・ガイドライン－その１

譖日本社会福祉教育学校連盟

大学院教育検討委員会

１．本カリキュラム・ガイドライン（案）の背景と経過

社会福祉系の大学院が急速な増加をみせ、多様化しているが、はたして社会福祉学（ソーシャルワーク）

を修めたといえるだけの水準に達しているのかという疑問もだされている。本連盟の大学院会員校は83校、

定員は博士前期課程・修士課程1541人、博士（後期）課程202人（実員は単純に計算しても前期・修士×２、

博士・後期×３ということになる）（2005年９月）を数えている。「大学院教育の現状把握のためのアンケー

ト調査」報告書（200６年２月）でも明らかなように、社会福祉系大学院の専攻名称は23の多岐にわたり、

学位の名称もさまざまである。なかには一つの専攻で相当数の学位を出す大学院まであり、かなり多様な傾

向をみせている。

大学院教育検討委員会（以下、検討委員会と略）は上記の多様な教育課程の出現傾向に基づき、一般大学

院における教育課程類型を①従来型、②ソーシャルワーク型、③隣接複合型に分類し、それぞれのカリキュ

ラム・ガイドライン（案）の検討課題を協議した。その結果、今回は社会福祉系大学院の専攻別分類で最も

量的に多く、他の関連する専攻や教育課程にとっても一つの標準的な位置にある「従来型」のガイドライン

（案）を作成し、学位（修士）の名称を「社会福祉学」または「ソーシャルワーク」として提起している。

今後、次の検討課題として残された教育課程類型を取り上げていくが、今回はあくまで最初の基礎的な従来

型のガイドライン（案）であり、これが始まりで、終わりでないことを明確にしておきたい。

検討委員会は「専門職大学院におけるアクレディテーションのガイドライン」（2002年）をはじめ、この

間大学院教育の現状と課題を追求するなかで「新時代の大学院教育 ― 国際的に魅力ある大学院教育の構築

に向けて」（中央教育審議会、2005年）をふまえ、本ガイドライン（案）を作成した。作成までの手続きと

して①「大学院教育の現状把握のためのアンケート調査」（2005年８月）の実施、②社会福祉教育セミナー

「大学院教育のあり方」（第２分科会）における「カリキュラム・ガイドライン」（案）の提起、③「カリキ

ュラム・ガイドライン」（案）についてのパブリックコメントの依頼（2006年１月）を行い、加盟校の実態

と意見を反映する方法をとった。

２．本カリキュラム・ガイドライン（案）の目的

ガイドライン（案）を提起した趣旨はわが国の社会福祉系大学院の多様な教育課程の増加傾向が、必ずし

も社会福祉系大学院の教育・研究水準の維持・向上に機能していないという問題意識から出発している。検

討委員会は本連盟としての「大学院教育のアクレディテーション基準」を教育課程分類でいう「従来型」で

提示し、教育･研究水準の標準（基準）を定め、これを維持・向上させることによって教育課程の検討と整

備を推進し、高度専門教育の質・量の拡充をはかり、「新時代の大学院教育」の要請にこたえることを目的

にガイドライン（案）を提起している。

このカリキュラム・ガイドライン（案）が契機になり、社会福祉系大学院における博士前期・修士課程に

おける専門的人材養成、教育・研究者養成の教育・研究理念・目的が深まり、教育・研究指導体制の協働化

や整備が促進されることを期待する。今日、隣接科学領域との相克と競合が進む中で社会福祉系大学院が社

会福祉士として博士前期・修士課程で何をどのように学んでいくのかを前提に、その点を重視してこのガイ

ドライン（案）は設定されている。
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ソーシャルワーク実践研究 

〈社会福祉系大学院博士前期・修士課程カリキュラム・ガイドライン－その１〉 

Ａ群 
〈共通基礎科目〉 

必修 

社会福祉原論（思想・歴史・比較研究・制度設計） 

ソーシャルワーク論（理論・価値・方法論・方法レパートリー） 

社会福祉理論・学説史研究（社会福祉研究法基礎（演習方式）） 

ソーシャルワーク・リサーチ法（社会福祉調査研究法）   

ミクロ ⇔  メゾ ⇔ マクロ 

Ｂ群 
〈レベル別科目〉 

Ｃ群 
〈俯瞰型科目〉 

Ｄ群 
〈修士論文〉 
（別立て必修） 

Ｅ群 
〈実習・実務科目〉 

（実地研究･フィールドワーク） 

 自治体運営管理論（経営論） 

アセスメンント分析法 ケースマネジメント論 

ケアマネジメント論 

社会老年学研究 

コミュニティ・ベイスド・オーガニゼーション方法論 

地域福祉計画方法論 

家族療法研究 
精神保健福祉研究 
医療ソーシャルワーク研究 

ファミリーソーシャルワーク 
地域保健論 
病院管理学  

社会福祉経営論（福祉開発論） 
NPO法人論 生命倫理学 

社会リハビリテーション論 

過程展開論 

（上記以外に下記の科目〈例示〉） 
事例分析法＊ 調査研究法＊ 

福祉臨床研究法基礎＊ 福祉政策・運営管理法研究法基礎＊ 

＊ 共通基礎科目に対応したより専門的な関連科目群 

 スーパービジョン方法論 
サービス・専門職連携方法論 

  福祉サービス論 
国際社会福祉論 

司法福祉 

演習  演習 

社会福祉政策学 

社会計画学 

社会倫理学 
（社会福祉倫理学） 

  社会政策学 

生活構造論 

  政策評価学＊ 

利用者行動論 

演習 

例示： 

社会福祉倫理 権利擁護関係法基礎 生活環境論 福祉工学 福祉情報論 

情報処理方法 生涯福祉論 環境福祉論 ジェンダー福祉 

例示： 

個別研究指導   

例示： 

実地研究指導・社会福祉フィールドワーク・援助事例分析・地域事例分析・ 

政策事例研究・経営事例分析・スーパービジョン  

※ 学位の名称：修士（社会福祉学）または修士（ソーシャルワーク） 

福祉・家族家族政策論 
保健医療政策学 

社会福祉運営計画論 

（以下例示）  
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＜共通基礎科目＞

１）Ａ群＜共通基礎科目＞、Ｂ群＜レベル別科目＞、Ｃ群＜俯瞰型科目＞、Ｄ群＜修士論文＞、Ｅ群＜実

習＞については必ず置くこととする。

２）Ａ群＜共通基礎科目＞は、下記の科目を最低限の科目として必修として配置することとする。ただし、

開講科目名称については一定の読み替えを可能とする。

＜「社会福祉原論」、「ソーシャルワーク論」、「社会福祉理論・学説史研究」、「ソーシャルワーク・リサー

チ」＞

ここでいう「社会福祉原論」とは、学部レベルにおける概論的原論を指さず、社会福祉成立の歴史的認

識を含め、社会福祉学が学として成立している根拠をはじめ、思想、理念、歴史、諸理論、比較体制論、

社会福祉政策・運営管理等について大学院レベルで講ずべき高度な内容を含むものである。

ここでいう「ソーシャルワーク論」は、やはり学部レベルにおける概論的ソーシャルワーク論を指さず、

理論・価値・方法論・方法レパートリーに関して大学院レベルにおいて講ずべき理論的内容を含むもので

ある。

ここでいう「社会福祉理論・学説史研究」は「社会福祉原論」に対応し、社会福祉学の理論研究を行う

上で求められる諸理論・分析法について講義ないし演習を行い、大学院レベルにおける社会福祉研究方法

の基礎とするものである。

ここでいう「ソーシャルワーク・リサーチ」は「ソーシャルワーク論」に対応し、社会福祉調査研究法

について講義ないし演習を行うものである。

３）Ｂ群＜ミクロ・メゾ・マクロレベル別科目＞は、大学の特色を生かし自由に配置する。

ただし、ミクロ・メゾ・マクロそれぞれのレベルにおいて著しく偏ることなく、適切に科目群が配置さ

れることが必要である。また、Ｂ群におけるミクロ・メゾ・マクロの区分けのなかでそれぞれの科目をミ

クロ・メゾ・マクロのどの部分に位置づけるかは、それぞれの大学院が主体的に創意工夫して配列を行う

ことが適切である。Ｂ群の科目名は例示であるが、基本的姿勢は、社会福祉に関する教育の水準および教

育すべき科目群の再編成を視野において、従来の制度・分野別教科や社会福祉学以外の既存学問体系に準

拠する体系から脱し、新たに社会福祉学の包摂する個別分野を示すものである。その際、ＥＵにおける社

会福祉専門教育の共通化をも念頭に置いたものである。

Ｂ群では、上記以外に下記の科目として、例示を挙げている。その際、最下段でミクロ・メゾ・マクロ

ともに演習と明記しているが、これは今後の大学院教育がいわゆる講義スタイルをとらず、文部科学省の

検討会が示しているように、また諸外国における大学院レベルのプロフェッショナル教育の際に行われて

いる講義と演習との融合、事例中心の教育法を勘案して、ここでは演習と記した。これはＥ群の実地研

究・フィールドワークとの接点としても位置づけている。

４）Ｃ群＜俯瞰型科目＞は、大学の特色を生かし自由に配置する。

俯瞰型とは、従来の制度・分野別、直接援助技術論等の枠組みにとらわれない科目やそれぞれの専門領

域にブリッジを架ける科目で、かつ社会福祉に広く関わるような科目群を配置する。単なる統合科目、学

際的領域の科目ではない。

５）Ｄ群＜修士論文＞は、必修とする。

６）Ｅ群＜実習＞（実地研究、フィールドワーク）は、必修とした上で、Ｅ群内で例示されているものにつ

いて、大学の特色を生かし自由に配置する。なお、実地研究、フィールドワークの総時間数の設定につい

ては大学院において標準的に収めると規定された授業時間数との関係で、また文部科学省の検討にあるよ

うにフィールワークなど学外でおこなう座学以外のものについて単位認定を行うという観点から今回は時

間数を明示しない。
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資　料２ 

加盟校定員充足についての調査

対象：（社）日本社会福祉教育学校連盟正会員校および準会員校170校

時期：2006年６月

回収数：117校（68.8％）

校（%）１．定員の充足について

55（　47.0）定員を超過している

42（　35.9）定員を概ね充たしている

20（　17.1）定員を充たしていない

117（100.0）計

校（%）１）学校種別別

定員未充足定員ほぼ充足定員超過

102（100.0）14（13.7）35（34.3）53（52.0）４年制大学

15（100.0）6（40.0）7（46.7）2（13.3）短大・専修学校

校（%）２）所在地別

定員未充足定員ほぼ充足定員超過

31（100.0）3（　9.7）9（29.0）19（61.3）東京圏

23（100.0）7（30.4）9（39.1）7（30.4）大阪圏

10（100.0）3（40.0）3（30.0）4（40.0）中京圏

53（100.0）7（13.2）21（39.6）25（47.2）その他

校（%）３）定員規模別

定員未充足定員ほぼ充足定員超過

46（100.0）2（　4.3）15（32.6）29（63.0）3000人以上

70（100.0）18（25.7）26（37.1）26（37.1）3000人未満

校（%）４）開設時期別

定員未充足定員ほぼ充足定員超過

36（100.0）6（16.7）10（27.8）20（55.6）1990年以前

81（100.0）14（17.3）32（39.5）35（43.2）1990年以降

２．属性別の定員の充足について
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校（%）１）所在地別

定員未充足定員ほぼ充足定員超過

27（100.0）1（　3.7）7（25.9）19（70.4）東京圏

19（100.0）5（26.3）8（42.1）6（31.6）大阪圏

10（100.0）3（40.0）3（30.0）4（40.0）中京圏

46（100.0）5（10.9）17（37.0）24（52.2）その他

校（%）２）定員規模別

定員未充足定員ほぼ充足定員超過

45（100.0）２（　4.4）15（33.3）28（62.2）3000人以上

56（100.0）12（21.4）19（33.9）25（44.6）3000人木満

校（%）３）開設時期別

定員未充足定員ほぼ充足定員超過

27（100.0）2（　7.4）7（25.9）18（66.7）1990年以前

75（100.0）12（16.0）28（37.3）35（46.7）1990年以降

３．４年制大学のみの定員の充足について


